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議案第１４号 
 令和７年度益城町水道事業会計補正予算（第３号） 

 
（総則） 

第１条 令和７年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 
（資本的収入及び支出の補正） 

第２条 予算第４条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１９８，２８７千円は、当過年度損益

勘定留保資金等１９８，２８７千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出のうち、収入の予定額を次

のとおり補正する。 

 
収 入                                            （単位：千円） 

区 分 科  目 既決予定額 補正予定額 計 

３１款 水道事業資本的収入 629,600 86,500 716,100 

４項 工事負担金 174,100 86,500 260,600 
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（企業債） 
第３条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 

補正前 補正後 

限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の 

方法 
利 率 

償還の 

方法 

水道整備 

事業 
426,000

千円 
証書借入 

年 3.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借入れる場合

は、利率見直し

を行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金については、

その融資条件により、

銀行その他の場合には

その債権者と協定する

ものによる。 

ただし財政の都合に

より繰上償還すること

がある。 

補正前 

に同じ 
補正前 

に同じ 

年 4.0％以内 

（ただし、利

率見 直し方

式で 借入れ

る場合は、利

率見 直しを

行っ た後に

おいては、当

該見 直し後

の利率） 

補正前 

に同じ 

 
令和８年３月９日提出 

                                    
益城町長  西村 博則 
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31 水道事業資本 0

   的収入 629,600 86,500 716,100

 

4 工事負担金 174,100 86,500 260,600

1 工事負担金 174,100 86,500 260,600 工事負担金

令和７年度 益城町水道事業会計補正予算（第３号）実施計画

資本的収入及び支出

収　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額

（単位：千円）

計 備　　　考
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款 項 目 節

31 水道事業資 629,600 86,500 716,100

   本的収入

4 工事負担金 174,100 86,500 260,600

1 工事負担金 174,100 86,500 260,600
1 工事負担金 86,500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,500

計 金　額 附　　　記

（単位：千円）

資本的収入及び支出

令和７年度 益城町水道事業会計補正予算（第３号）実施計画明細書

               　　　　　　　                                 収　入　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

明　　　細

既決予定額

木山区画整理・益城中央線道路整備に伴う補償費

補正予定額
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